
名称 区域 

江南区 茜ケ丘，阿賀野１丁目から２丁目まで，曙町１丁目から５丁目ま

で，旭１丁目から４丁目まで，天野（南区の区域に係る部分を除

く。），天野１丁目から３丁目まで，粟山（４９４番３，４９５番

４から４９８番３まで，４９８番６から４９９番２まで，４９９

番５から４９９番１２まで，５００番２，５０１番２，５１８番

２から５１８番４まで，５２２番１から５２４番３まで，５２４

番７，５２５番１から５２５番３まで，７１９番１，７１９番３

から７２０番１まで，７２１番２から７２７番１まで，７２７番

４から７２７番１１まで，７２８番２から７３１番３まで，７３

１番１０から７３２番２まで，７３４番１から７４５番１まで，

７４５番４，７４６番４，７４６番５，７４８番４，７４８番７

から７４９番１まで，７４９番４から７５０番２まで，７５０番

４から７６８番まで，７７２番，７７４番，７７７番から７８２

番２まで及び７９４番２から７９５番３までに限る。），泉町１丁

目から５丁目まで，稲葉１丁目から３丁目まで，いぶき野１丁目

から２丁目まで，うぐいす１丁目から２丁目まで，鵜ノ子（中央

区の区域に係る部分を除く。），鵜ノ子１丁目から５丁目まで，姥

ケ山（１０番２，１０番３，１３番２，１３番３，１４番８から

１４番１１まで，１４番１３，１４番１５，１５番１から１５番

４まで，３８番２，３８番４，４１番１から４３番９まで，４４

番１２から４４番１５まで，４４番１７，４４番１９，５２６番

２，５２６番４，５２６番６，５２７番１，５２８番５及び５２

８番１４から５３４番９までに限る。），江口（東区の区域に係る



部分を除く。），大淵，荻曽根，荻曽根１丁目から５丁目まで，祖

父興野（中央区の区域に係る部分を除く。），貝塚，嘉木（中央区

の区域に係る部分を除く。），嘉瀬，上和田，亀田，亀田東町１丁

目から４丁目まで，亀田大月１丁目から３丁目まで，亀田工業団

地１丁目から３丁目まで，亀田向陽１丁目から４丁目まで，亀田

下早通１丁目から２丁目まで，亀田新明町１丁目から５丁目ま

で，亀田水道町１丁目から５丁目まで，亀田中島１丁目から３丁

目まで，亀田中島４丁目（東区の区域に係る部分を除く。），亀田

長潟，亀田長潟１丁目，亀田ノ内高山，亀田早通（中央区の区域

に係る部分を除く。），亀田早通１丁目から６丁目まで，亀田本町

１丁目から４丁目まで，亀田緑町１丁目から４丁目まで，亀田四

ツ興野１丁目から５丁目まで，北山（東区の区域に係る部分を除

く。），木津，木津１丁目から５丁目まで，木津工業団地，久蔵興

野（中央区の区域に係る部分を除く。），蔵岡，小杉（北区の区域

に係る部分を除く。），小杉１丁目から５丁目まで，駒込，駒込１

丁目から２丁目まで，酒屋町，笹山，五月町１丁目から３丁目ま

で，早苗１丁目から４丁目まで，三條岡１丁目から２丁目まで，

三百地，鐘木（中央区の区域に係る部分を除く。），城所，城所１

丁目から２丁目まで，城山１丁目から４丁目まで，砂岡１丁目か

ら５丁目まで，砂崩，砂山１丁目から２丁目まで，諏訪１丁目か

ら３丁目まで，清五郎（１７０番２，１７０番６から１７０番８

まで，１７１番７から１７１番９まで，１７４番１から１８０番

２まで，１８０番１０から１８０番１３まで，１８０番１５から

１８６番１２まで，１８７番１から１９０番２まで及び１９０番



５から１９０番１０までに限る。），沢海，沢海１丁目から３丁目

まで，曽川（中央区の区域に係る部分を除く。），楚川，曽野木１

丁目から２丁目まで，太右エ門新田（中央区の区域に係る部分を

除く。），俵柳（中央区の区域に係る部分を除く。），茅野山，茅野

山１丁目から３丁目まで，手代山１丁目から２丁目まで，所島１

丁目から２丁目まで，泥潟，直り山，長潟（１４０番１から１４

０番５まで，１５３番１０から１５３番１２まで，１５３番１

４，１５３番１５，１５３番１７，２１８番３から２１８番５ま

で，２２１番２から２２１番７まで，２２２番４から２２２番７

まで，２２３番１から２６６番８まで，２７９番７から２７９番

１２まで，２７９番１４，２７９番１５，３４６番２から３４６

番４まで，３４９番１から３５４番１０まで，３５５番１，３６

５番４，３６５番１１から３６５番１８まで，３６５番２０，３

６５番２１，４３３番３から４３３番５まで，４３５番１から４

３７番７まで，４３８番２，４３８番３，４３９番２，４３９番

４，４４６番１５から４４６番２０まで，４４６番２２，４４６

番２３，４４６番２５，４４６番２６，５０５番２，５０５番

４，５０５番５，５０８番１から５１１番７まで，５１２番１，

５１２番２，５２０番１，５２０番２，５２０番１０から５２０

番１２まで，５８０番２から５８０番４まで，５８０番１０から

５８０番１３まで，５８０番１５，５８０番１６，５８４番２か

ら５８４番４まで，５８６番１から５９６番３まで，６０１番２

から６０１番４まで，６０１番１０から６０１番１２まで，６５

２番１，６５２番２，６５２番９から６５２番１２まで，６５２



番１４，６５２番１５，６５４番２から６５４番４まで，６５７

番１から６６８番４まで，６６９番１，６７３番１，６７３番

２，６７３番１１から６７３番１４まで，６７３番１６及び６７

３番１７に限る。），中野山（８００番４，８００番６から８０１

番３まで，８０２番６から８０３番１まで，８０３番４，８０３

番８，８３５番２から８３５番４まで，８３５番８から８３７番

２まで，８３７番６から８３９番１まで，８３９番７から８４０

番３まで，８４０番７から８４６番２まで，８７９番２から８７

９番４まで，８８１番１から８８８番４まで，８８９番１，８８

９番２，８８９番４から８８９番８まで，８９０番及び１００５

番１から１０３０番６までに限る。），鍋潟新田（中央区の区域に

係る部分を除く。），西野（東区の区域に係る部分を除く。），西町

１丁目から６丁目まで，西山，二本木，二本木１丁目から５丁目

まで，花ノ牧，東早通１丁目から４丁目まで，東船場１丁目から

５丁目まで，東本町１丁目から５丁目まで，日水１丁目から３丁

目まで，平賀，平山，袋津，袋津１丁目から６丁目まで，藤山，

藤山１丁目から２丁目まで，船戸山，船戸山１丁目から５丁目ま

で，細山（北区の区域に係る部分を除く。），舞潟，松山，丸潟，

丸潟１丁目，丸潟新田（中央区の区域に係る部分を除く。），丸

山，丸山ノ内善之丞組，茗荷谷，元町１丁目から５丁目まで，山

二ツ（４５番１１，４５番１４から４５番１７まで，４５番１

９，４５番２０，４７番２，４７番３，４９番１から５７番２ま

で，５８番２から５８番４まで，５８番１７，５８番１９，５８

番２１から５８番２４まで，５８番２６，５８番２７，５９番１



から７２番６まで，７２番８，１２９番１から１６２番６まで，

１６３番２，１６３番３，１６３番５，１６３番６，２１４番

３，２１４番４，２１５番５，２１５番６，２１６番１から２５

８番６まで，２５８番８，２５８番９，２５９番２，２６０番

５，２６０番７，３０７番２，３０７番３，３０８番４から３０

８番８まで，３０８番１７から３０８番２５まで，３０９番１か

ら４０３番１０まで，４５８番２から４５８番４まで，４５９番

５から４５９番８まで，４８６番１から５１７番８まで，５２７

番２，５２８番２，５７５番２から５７５番４まで，５７６番

３，５７６番４，５９５番４から６０８番６まで，６４５番３か

ら６４５番５まで，６４７番２から６４７番５まで，６４８番１

１から６４８番１７まで，６４８番３１，６４８番３２，６４８

番３４から６５５番１４まで及び６６８番１から７０４番４まで

に限る。），横越（北区の区域に係る部分を除く。），横越上町１丁

目から５丁目まで，横越川根町１丁目から５丁目まで，横越中央

１丁目から８丁目まで，横越東町１丁目から２丁目まで，両川１

丁目から２丁目まで，和田，割野 

備考 上表中地番は，平成１８年１月１日現在のものである。 


